
「国勢調査のはじまり」 

平成 22 年 8月 18 日～10 月８日 

 

 

「滋賀県臨時国勢調査部設置規程」

（滋賀県訓令第23号）  

大正 8年（1919年） 

 

全国的な「現住人口」調査のために

明治 35 年（1902 年）に「国勢調

査ニ関スル法律」が発令されたが、

日露戦争と第１次世界大戦の影響で

第1回の調査は大正9年（1920年）

にようやく実施された。 

県でも大正７年に「国勢調査施行令」

が出されると臨時国勢調査部を設置

して準備を始めた。 

  

「調査の手引き」        

大正 9年（1920年） 

 

国勢調査について説明された原稿。欄外

には「１４万５千枚」とほぼ県の世帯数

に相当する数字が書かれており、全世帯

へ配布したと考えられる。 

漢字にふりがなをふった平易なことば

で書かれ、「外国人に負けぬ立派な成績

を挙げる様にしたいものであります」と

締めくくられている。 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国勢調査唱歌に関する件」

大正9年（1920年） 

 

県は１等 50円、２等 20円、3

等10円の懸賞金をつけて歌詞を

募集した。 

入賞作は県下の小学校、幼稚園に

配布され、神崎郡では小学生がそ

の歌を歌いながら旗行列を行っ

たという。 

 

当時、東京の小学校教員の初任給

が40～55円程度。 

 

「国勢調査紀念章授与に関する件」

大正11年（1922年）   

 

申告書を回収する調査員は、推薦に

よって選ばれた地方の名士たちだっ

た。国から支給された徽章をつけて、

羽織袴などで各家を回った。 

調査を記念する記念章は、調査員だ

けでなく、功労のあった関係者にも

配布された。 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「『国勢調査の歌』１等入賞作品」          大正 9年（1920年） 

栗太郡山田尋常高等小学校の訓導（教諭）の柴原氏が作詞作曲。 

一．趣旨、二．調査事項、三．時期や注意、四．覚悟、を歌詞にしたという。現代

的口調にすると「権威が足りぬよう感じ」たので文語体にしたと付記されている。 

「国勢調査職業名鑑」 内閣統計局発行

昭和４年（1929年）

第 1 回国勢調査で申告された職業を収録

したもの。農業、商業から無職業までの

10業種を252目
もく

に分類し、19万もの職

業名称を載せている。たとえば「音楽家」

の目は「伶人
れいじん

（雅楽師）」から始まり「バ

ー音楽部長」、「よかよか節遊芸人」などさ

まざまな名称があり、人々が思い思いに申

告していたことがわかる。 

現在は、日本標準産業分類・職業分類が決

められている。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「大正8年末現住戸口と国勢調査に於ける世帯人口との比較」（部分） 

大正 9年（1920年）

国勢調査によってそれまでの推計と現実の人口との差異が明らかになった。戸籍

を廃する届出などに多くの漏れがあったためと考えられる。 

この表では8,068世帯の増加となっている。人口は49,756人の減少となった。

 

               

戸籍法被仰出候
おおせいだされそうろう

件 

明治４年（1871年）

 

明治４年（1871年）、戸籍法（太

政官第 170 号）が発令された。

それにもとづき、近代日本で初め

ての人口調査が行われ、いわゆる

「壬申
じんしん

戸籍」が作られる。 

これ以降、戸籍をもとに生死や寄

留数を加減し、推計人口が算出さ

れていく。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「人口静態調査手続（滋賀県訓

令第17号）」     （上）

明治39年（1906年） 

 

明治 31年（1898年）から本

籍人口と現住人口をまとめた静

態調査が行われ、「日本帝国人口

静態統計」に公表されるように

なる。 

 

「市町村出入人口及現住戸数（蒲生

郡平田村）」        （右）

大正2年（1913年）12月末現在 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
「滋賀県統計図表」  

大正 4年（1915年）

「滋賀県統計図表」   

大正元年（1912年） 

 

「明治16年滋賀県統計書」 

明治 18年（1885年）発行 

 

庶務課統計部によって出された滋賀

県初めての統計書。 

24 部類、240 の項目の統計表が掲

載されている。これ以降、現在まで

刊行されている。 

 

「明治９年統計表編製資料調査方及統計 

表原稿調査凡例」明治9年（1876年）

 

県権令
ごんれい

籠手田安定より出された明治９年

の統計表作製の指示。ひな形を示して村名

から災害まで26項目にわたって、各区戸

長へ取り調べるよう布達している。 

 



大正期には統計書とは別に色つきの統計図表が作られている。わかりやすいよ

うグラフや表を用いて統計の数値が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査の告知ちらしやポスターなど 

統計学の発展と社会調査についての資料展示 

国勢調査への協力を呼びかけるちらし 

大正 9年（1920年） 

 

 


